玉島商工会議所 会頭候補選挙要綱

１．趣旨
玉島商工会議所定款および議員選挙規約並びに会頭選任に関する内規に基づき、次期会頭候補者の選挙を以下のとおり公示します。

２．選挙権（投票権）〔会頭内規 第6条第1項〕
公示日時点の選挙人名簿に記載のある会員は、会頭候補者の選挙権を有します。

３．被選挙権（立候補資格）〔会頭内規 第6条〕
公示日時点の選挙人名簿に記載のある会員は、会頭候補者の選挙権および被選挙権を有します。

４．立候補の届出期間〔会頭内規 第8条第1項〕
会頭職に立候補する者は、令和7年9月12日（金）までに必要書類を選考委員会に提出しなければなりません。

５．提出書類〔会頭内規 第8条第1項〕
立候補の届出には、以下の書面を選考委員会に提出する必要があります。
1. 立候補届（様式１）
2. 会員3名以上の推薦書（様式２）
3. 所信表明書（800字程度、Wordデータ持参）
4. 身分証明書の写し（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等の公的書類）

６．選挙分担金の納付〔会頭内規 第8条第2項〕〔会頭内規 第10条第2項〕。
会頭候補者は、令和7年9月17日（水）までに選挙分担金として10万円を納付しなければなりません。ただし、候補者が1名のみで投票を行わない場合には納付を要しません。
また、立候補後に資格喪失等により投票が行われない場合には、納付済みの分担金は速やかに返金されます。
※なお、投票が行われる場合には納付が必須であり、納付後は辞退できません。

７．立候補の制限〔定款 第33条第９項〕〔会頭内規 第8条第3項〕〔選挙規約 第6条第3項、第28条第4項〕
以下に該当する者は立候補できません。
· 選考委員会の委員
· 会員資格を喪失した者
· 死亡または法人の解散
· 除名された者
· 会員権停止を受けた者
· 会費未納者（選挙人名簿確定日までに納入しない場合は選挙権・被選挙権を喪失）
· 禁錮以上の刑に処せられ，その刑の執行を終った日又は執行を受けることがなくな
った日から５年を経過するまでの者
· その他、選挙に関する重大な規約違反がある者

８．届出の期間・時間〔会頭内規 第8条第4,5項〕
届出は開所時間内（平日午前８時３０分～午後５時００分）に行わなければなりません。

９．立候補の辞退〔会頭内規 第10条第1,2項〕。
· 立候補の辞退は書面により行うこと。
· 選挙分担金を納付した後は辞退できません（納付条件や返金については６．選挙分担金の納付を参照）。

１０．投票〔会頭内規 第13条第1項、第4項、第8条第2項〕
· 投票は令和７年１０月６日（月）、午前８時３０分から午後５時００分まで、玉島商工会議所において行われます。
· 投票は無記名投票とし、事前に送付する投票引換券と引き換えに投票用紙を受け取り、所定欄に会頭候補者名へ〇印を付して投票箱に投函してください。
· 代理投票は認めません。選挙人名簿に記載された本人のみ投票可能です。
· 投票日前日時点で候補者が1名以下の場合は投票を行いません。

１１．会頭候補者の選出と推薦〔会頭内規 第16条第1～3項、第17条〕
選考委員会は以下の方法により会頭候補者を選出します。
· 立候補者が1名の場合：適格性を確認のうえ選出。適格性が認められない場合は選考委員会が指名。
· 立候補者が2名以上の場合：選挙により最多得票者を選出。最多得票者が複数の場合は選考委員会が選出。
· 立候補者が0名の場合：選考委員会が指名し、議員総会に推薦します。
　
１２．会頭の最終選任プロセス〔定款 第33条〕〔会頭内規18条１,２,３,4項〕
· 議員総会において推薦候補者につき会頭選任の決議を行います。
· 決議が成立しない場合、選考委員会に再度推薦を依頼します。
· 選考委員会は再推薦を行い、総会で再度決議を行います。
· このプロセスを決議が成立するまで繰り返します。
· なお、候補者として決まった者は、令和7年10月28日の総会において選考委員会から推薦され、総会の承認を得て正式に会頭となります。

１３．今後の日程
· 立候補者の公示：立候補届受理後、遅滞なく氏名を公示します。
· 投票日：令和7年10月6日（月）
· 会頭選任の最終承認：令和7年10月28日（火） 議員総会

１４．その他
本公示に関するお問い合わせは、玉島商工会議所会頭候補者選考委員会事務局（電話：086-526-0131）までご連絡ください。

